
番号 へ 名称 面積

　奈良市生琉里町の市道東部第五八

号線と市道東部第六一号線との交点

を起点とし、同所から市道東部第五八

号線を南西進し、及び南東進し、及び

南進し、同市道の終点に至る。同所か

ら南進し、尾根に至り、同尾根を西進

し、芳山から北にのびる尾根に至り、

同所から同尾根を北進し、標高四一

九・七メートルの三角点に至り、同所

から東進し、北東進し、草竹コンクリー

ト工業株式会社奈良工場の南西端で

国道三六九号と合流し、同所から同国

道を東進し、新奈良ゴルフ倶楽部の境

界に至り、同所から同境界沿いに北東

進し、南東進し、東進し、県道須山西

狭川線と市道東部第五〇号線との交

点に至り、同所から同県道を南西進

し、国道三六九号と合流し、同所から

同国道を一〇〇メートル西進し、同所

から農道を南西進し、ゴルフ場管理道

の入り口に至り、同所から新奈良ゴル

フ倶楽部の境界沿いに西進し、北進

し、起点の真東の地点に至り、同所か

ら西進して起点に至る一円の区域

特定猟具使用禁止区域（銃）の指定概要
生琉里(ふるさと)特定猟具使用禁止区域（銃） 151 ha

指定期間 平成３０年１１月　１日　から　平成４０年１０月３１日まで

指定区域

地図修正なし

参考図面 


